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令和7年度 課題別推進プラン
「災害時保健活動における市町村と保健所の緊密な連携
体制づくり～風水害に備えて～」について

西多摩保健所 市町村連携課

資料５－２



連携する具体的内容、連携する上での調整先
方法、必要となる情報の収集提供等の確認が
必要

１ 取組の背景 ～規定等の側面から～
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■災害時における保健所活動と市町村の保健活動における規定等のイメージ図

○○市
災害時受援計画東京都西多摩保健所

災害時における保健
所活動マニュアル

保健所 市町村

避難所管理運営
マニュアル

東京都地域防災計画

市町村地域防災計画

その他各部署
マニュアル

連携

【目指すべき姿】
• 保健所市町村が発災時における自身の役割が定まって

いる。
• 保健所と市町村とが連携して活動していく上での内容

等の詳細が定まっている。
○○市

危機管理基本指針

【現状】
• 発災時における保健所と市町村との役割、連携してい

く内容の概要が定まっている。



１ 取組の背景 ～規定等の側面から～
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■あきる野市地域防災計画の規定内容（参考） 

P259
水の安全確保
対策内容
（２）環境衛生指導班が、飲用しようとする水が塩素剤等で消毒さ
れているか、確認を行う。それ以後は、 市民 が自主的に消毒を行え
るように環境衛生指導班が 市民 に消毒薬を配布し、消毒方法及び消
毒の確認方法を指導する。
（３）ライフライン復旧後は、 市民 が環境衛生指導班の協力を得て
給水設備の点検及び残留塩素濃度を 確認し、飲用の可否等について、
適正に周知する。

P259
水の安全確保
対策内容
(１）市は、都が編成する「環境衛生指導班」の協力を得て、飲料水
の消毒や消毒効果の確認な どの指導を行う。

P190
防疫活動 
（２）都の役割
ア 西多摩保健所長は、市長（本部長）の防疫に関する協力要請が
あった場合、その他必要と認める場合は、保健所災害対策本部組織
の一部を動員して協力し、又は他区市町村との調整を図るものとす
る。
イ 防疫活動を実施するに当たって必要と認める場合は、都医師会又
は地区医師会、都薬剤師会等に協力を要請する。
ウ 西多摩保健所長は状況に応じて、 食品衛生指導班、 環境衛生指
導班を編成して、出動させるものとする。業務の内容は次のとおり
とする。
 ◯飲料水の塩素による消毒の確認
 ◯市民への消毒薬・簡易残留塩素検出紙の配布
 ◯市民への消毒の実施方法及び残留塩素の確認方法の指導
 ◯避難所の過密状況や衛生状態を調査・確認
 ◯避難所における室内環境の保持や寝具類の衛生確保のため

 の助言・指導
◯避難所におけるハエや蚊の防除方法についての助言・指導

保健所 市町村

P190
防疫活動 
（１）市の役割 
ア （略）
イ （略）
ウ 市長（本部長）は、被災戸数及び防疫活動等の実施について、都
福祉保健局長に対し、 迅速に連絡するものとする。
エ 市長（本部長）は、防疫活動等の実施に当たって、市の 対応能力
では十分でないと認める場合は、都福祉保健局長又はあきる野市医師
会長、西多 摩薬剤師会あきる野支部あきる野薬剤師会等に協力を要
請するものとする。  
オ 市長（本部長）は、都が実施する防疫活動について、十分協力し
なければならない。

役割・連携することは規定さ
れているが、連携した活動を
する上での記載がない。



１ 取組の背景 ～想定される連携内容～
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■災害発生時における保健所業務に係る活動概要

• 生活環境（暑さ対策、室内環境、屋外環境）
• 飲料水の衛生
• 食事の栄養
• 食品の衛生
• 毒劇物流出、 医薬品確保

• 感染症の流行防止
• 心身の機能低下予防飲料水の衛生
• 食事の栄養食品の衛生
• 心のケア
• 歯と口腔 等

保健活動
連携体制

保健活動
地域保健

薬事衛生対策

環境衛生の確保

食品の安全確保

保健栄養活動歯科保健活動

保健活動
感染症対策

【健康危機】

【保健所活動分野】 【市町村活動分野】

被災状況の総括に
関すること等

都及び他自治体等
からの受援に関す
ること等

災害地の防疫に関
すること等

避難所運営及び被
災者の収容保護に
関すること等

保健衛生に関する
こと等

応急給水の協力体
制に関すること等

避難者等の応急炊
き出し及び運搬に
関すること等 等



❶市町村と保健所が同一の住民を連携して支援を
しているケース

保健所

❷住民支援をしている市町村に対して保健
所が支援しているケース

市町村 住民

施設等 住民 市町村

保健所

Ａ分野
Ｂ分野

❸保健所と関係のある施設等が住民に影響を与えたことにより、
別の業務分野の市町村に波及するケース

住民

市町村

保健所

【例】食品衛生、環境衛生 【例】歯科保健

【例】薬事関係

■連携形態のイメージ例

【カウンターパート】
• 連携部署、連携方法

【支援内容】
• 支援内容、支援対象

【情報の共有】
• 連携していく上での基礎情報の共有
• 連携する活動で必要な情報の共有
• それぞれが活動したことの情報の共有

１ 取組の背景 ～想定される連携内容～ 

■保健所が考える連携のポイント
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２ 令和７年度 課題別推進プランについて ～概要～
6

■事業名
災害時保健活動における市町村と保健所の緊密な連携体制づくり～風水害に備えて～ （２か年プラン）

※災害時保健活動とは、災害発生時に、住民の生命・安全な暮らしの確保を図り、避難生活に伴う二次的な健康被害を予防しながら、

被災地域全体の早期復興へ向けた支援を行うことであるが、ここでは保健所が所管する業務範囲（保健師以外
が対応している分野を含む）を対象とする。 

⇒下線部は市町村災害時保健活動支援ブックP2「災害時保健活動の準備」の記載を引用

■事業目標
・災害時の市町村と保健所との連携が円滑に進むように、平時から地域保健関連情報等の内容を踏まえ、
互いの活動内容を明確にし共有することで、災害時保健活動を実行可能なものとする。

・日ごろより市町村と保健所の顔の見える関係づくりを進め、災害時保健活動を円滑に行えるようにする。

■事業内容
モデル自治体（あきる野市）と共同で災害時連絡体制の整備を行い、その後、他自治体にも展開していく。

連携シート（仮）の作成により連絡体制の整備を図るとともに、その作成過程の中で、保健所と市町村、市町
村の所管部署間の関係づくりを進める。



市町村保健所

シート【都】の
作成

シート【市】の
作成

シート【総括】の
作成
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課題別プランＷＧ 市町村連携課

①支援内容ごとに
順次シートの作成

シート
【都】

シート
【都】

②シート【都】の提供と
シート【市】の作成依頼

③シート【市】の作成・提出

シート
【総括】

➃報告・相談

⑤調整

⑥作成

関係主管課

⑦報告

２ 令和７年度 課題別推進プランについて ～作業フロー～

5

月
～
9

月

10

月
～

シート
【市】
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■連携シート ■活動イメージマップ

２ 令和７年度 課題別推進プランについて ～作成物～



■令和７年度

事業内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

圏域での取組共有

８市町村・保
健所連絡会

★ ★

担当者連絡会 ● ● ●

協議会 ●

あきる野市との活動内容案作成
保健所ワーキ
ンググループ

あきる野市とのすり合わせ あきる野市 ●挨拶

他自治体への展開 ７市町村

※アドバイザー助言は四半期に１度程度

１～２自治体
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■令和８年度

シートの作成 月１回程度開催 活動内容の確認等

活動内容の調整

事業内容 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

圏域での取組共有

８市町村・保
健所連絡会

★ ★

担当者連絡会 ● ● ●

協議会 ●

あきる野市との検証確認

あきる野市
★効果
検証

保健所ワーキ
ンググループ

★効果
検証

横展開の自治体との活動内容案作成
保健所ワーキ
ンググループ

横展開の自治体とのすり合わせ 横展開自治体 ●挨拶

活動内容の確認等

活動内容の調整

検証内容調整 検証内容反映

検証内容相談・報告 検証内容相談・報告

総

括

※アドバイザー助言は四半期に１度程度

アドバイザー講演

３ スケジュール（全体） ～11月時点～
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